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山口 満（やまぐち みつる）　　
一般財団法人ACCN 理事
特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会 �
前常務理事・前事務局長

中央職業能力開発協会にて、技能検定やビジネス・キャリア検定、職業能力評価基準策定等の能力評価事業、
キャリア・コンサルティング研究会事業（委託事業）、キャリア形成支援ツール開発を含めた企業への能力開
発支援事業などに携わる。2015年 4 月から2022年 6 月まで、特定非営利活動法人キャリアコンサルティング
協議会に勤務。

増井 一（ますい はじめ）　　一般社団法人キャリアコンサルティング振興協会 常務理事一般財団法人ACCN 会員

製薬会社でMR、総務を経て、23年間人事に携わる。キャリア支援体制を構築し、社内キャリアコンサルタ
ントとしてキャリア自律を支援。定年後は、大学非常勤講師、人事コンサルタント等として活動。2016年よ
り厚生労働省委託のセルフ・キャリアドック導入支援事業に参画。主な著書に『セルフ・キャリアドック入
門』（共著、金子書房）、『セルフ・キャリアドック実践』（共編著、同）がある。

一般財団法人ACCN（理事長：今野浩一郎）
2018年10月設立。「キャリアコンサルタントの職能団体」として、キャリアコンサルタントの交流や情報の発信、会員の活動の
場づくりなどを行う。事業目的は「キャリアコンサルタントの品位と資質を高め、実践の場を拡大することによってキャリア
コンサルタントの社会的価値をより確かなものとし、人々が学びあう社会の実現に寄与すること」。

キャリアコンサルタントと進める�
従業員のキャリア自律

セルフ・キャリアドック等を通じた�
キャリア形成支援のポイント

2022（令和 4）年 3月改正の職業能力開発促進法では、職業能力の開発・促進を図る各段階、
また労働者の求めに応じてキャリアコンサルティングの機会を確保することや、その際にキャ
リアコンサルタントを有効活用するよう配慮することが定められた。従業員のキャリア自律
を促すためには、キャリアコンサルタントの支援が一層重要となる。本記事では、一般財団
法人ACCNの山口 満氏、増井 一氏に、企業におけるキャリア形成支援の必要性や取り組み
のポイントを解説いただいた。

※関連記事案内については80ページを参照。
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　企業を取り巻くさまざまな環境の変化や働き方
の多様化が進む中で、「キャリア自律」の概念が取
り上げられる機会が多くなっている。
　厚生労働省が2021年 6 月に発表した「働く環境
の変化に対応できるキャリアコンサルタントに関
する報告書」においても、「コロナ禍の長期化に伴
い、（中略）リモートワークの広まりやデジタル化
の進展など、働く環境の変化は、次なる局面に向
けて労働者にキャリア自律をこれまで以上に迫る
ことが見込まれる」とし、「企業にとっても（中略）

労働者の自律的、主体的なキャリア形成の取組を

支援し、働きがいやモチベーションの維持向上を
図ることがますます重要となってくる」と述べて
いる。
　なお、厚生労働省では、「キャリア」「キャリア
コンサルティング」および「キャリアコンサルタ
ント」について次のように示している。
・�・�キャリア…過去から将来の長期にわたる職務経

験やこれに伴う計画的な能力開発の連鎖を指す
もので、「職業生涯」や「職務経歴」などと訳さ
れる

・�・�キャリアコンサルティング…労働者の職業の選
択、職業生活設計または職業能力の開発および
向上に関する相談に応じ、助言および指導を行
うことをいう
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・�・�キャリアコンサルタント…キャリアコンサル 
ティングを行う専門家で、企業、需給調整機関

（ハローワーク等）、教育機関、若者自立支援機
関など幅広い分野で活躍している

［ 1］「キャリア自律」とは
　「キャリア自律」の概念に関し、花田・宮地・
大木の「キャリア自律の新展開」（『一橋ビジネス
レビュー』51巻 1 号〔東洋経済新報社、2003年〕）
を参考に考えてみたい。ここでは、米国カリフォ
ルニア州に拠点を置くキャリア・アクション・セ
ンターの「キャリア自律」の定義を挙げ、「めまぐ
るしく変化する環境のなかで、自らのキャリア構
築と継続的学習に積極的に取り組む、生涯にわた
るコミットメント」として紹介している。
　そして、キャリア自律の実践的展開については、

「継続的自己啓発と生涯学習に対する個人のコ
ミットメントを重視」し、しかも「自己啓発とは
単なる特定の分野におけるスキルの深化ではなく、
生涯にわたり、自己概念の変態・変容（バリュー
のストレッチング）の深化を通して、自己責任で
自分のキャリアを切り開いていくというコミット
メント重視の考えである」としている。さらに、

「新しいテクニカルスキルや技術を磨き続けること
は重要だが、それには個人の前向きな姿勢が重要
であり、そのような姿勢があってこそ新しいスキ
ルの獲得や発揮が可能となる」とあり、キャリア
自律について示唆に富んだ考え方を示している。
　また、「自立」と「自律」の違いについては、

「『自立』の状態にある個人は、自分の意見を持ち、
自己の意見を主張できる人材であるが、それは個
人の単なる自己主張・満足で終わってしまう状態
と考える」とある。それに対し、「『自律』では、
他者のニーズを把握し、それとの調整をはかりな
がら、自分自身のコントロールを行い、自らを律
しながら自己実現をはかることのできる人材」と
している。
　一方、文部科学省は、「社会的自立と社会参画の

力を育む教育※ 1 」において「子供たちが社会の中
で自立し、他者と連携・協働しながら、生涯にわ
たって生き抜く力や地域の課題解決を主体的に担
うことができる力を身に付けられるよう、個々人
の直面する課題や社会の多様な課題に対応した教
育を実施」しているとし、この「自立」は、一般
的な「他の援助や支配を受けず、自分の力で判断
したり身を立てたりすること」の意味だけでなく、
他者との関わりを重視しているとみることができ
る。
　企業によっては、こだわりを持って「キャリア
自律」を「キャリア自立」としているところもあ
るが、「自律」と「自立」を混同せず、企業におい
て定義するなど、違いを明確にした上でのキャリ
ア開発の取り組みが大切であろう。
※ 1  　https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/

shukensha/index.htm

［ 2］�キャリアコンサルタントが果たす役割への�
期待

　前記の厚生労働省による報告書では、「人生100
年時代を迎え、職業人生の長期化や働き方の多様
化、日本型の雇用慣行の変化、デジタルトランス
フォーメーション（DX）の進展などに加え、新型
コロナウイルス感染症の影響により、雇用の不透
明さが増すなど、『働く』を取り巻く環境が大きく
変化している」中で、「キャリアコンサルタントに
向けられる社会からの期待は、従前より増してお
り、内部・外部の労働市場において求められるキャ
リア形成支援に、積極的な役割を果たし得るもの
と考えられる」としている。
　また、キャリアコンサルタントには、「労使

（キャリア形成を実践する当事者個人や企業）双
方が抱くキャリア観の変化や、心理面・行動面で
のゆれ・ゆらぎをとらえ、“働くことについての
相談相手”として機能し、キャリア自律、キャリ
ア実現の推進役を務めることが期待される」と述
べている。
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　キャリア自律の必要性が議論や紙面に取り上げ
られる機会が増え、キャリア自律を支援するキャ
リアコンサルタントへの期待が高まっていること
は1.で触れたとおりであるが、これは今に始まっ
たことではない。そこで以下、わが国ではいつご
ろから着目されるようになったのか、キャリア自
律およびキャリアコンサルタント制度誕生の時代
背景と、当時のキャリア形成支援施策を振り返っ
てみたい。

［ 1］時代背景
　厚生労働省の「平成23年版 厚生労働白書」に
よると、「第 2 次世界大戦で壊滅的打撃を受けた
経済は、国民皆保険・皆年金を実現した昭和30年
代には高度成長期を迎えた。この高度経済成長は
日本の産業構造を第 1 次産業中心から第 2 次産
業、第 3 次産業にシフトさせ、就業構造の変化を
もたらした」としている。

　そして、工業化の進展等とともに、高等学校や
大学を卒業し、企業に正社員として雇用され、賃
金で家族ともども生計を立てることが一般的と
なった。一方、企業も優秀で必要な労働力を確保
するために「終身雇用」「年功序列賃金」「企業別
組合」といった日本型雇用慣行により、主として
男性労働者を正社員として処遇してきた。この日
本型雇用慣行は、高度経済成長を支えた大手企業
の成功要因であるとの指摘もあり、これらは日本
的経営の「三種の神器」とも呼ばれていた。
　しかし、1991年のバブル崩壊、その後の平成不
況（1991～2001年）、さらに経済のグローバル化に
よる競争に生き残るため、企業は人件費削減も含
めたリストラや、福利厚生を含む労働者の処遇の
見直しを行わざるを得なくなった。その結果、日
本型雇用慣行は変容し、女性労働者だけでなく非
正規の男性労働者の割合も増してきた。完全失業
率は、高度経済成長期から1960～1974年までは
1.1～1.7％で推移してきたが、1980年代には 2 ％
台、1998年には4.1％まで上昇し、2001年には5.0％
に達した［図表 1］。

2. �キャリア自律、�
キャリアコンサルタント制度の
歴史的振り返り

 �完全失業率、有効求人倍率の中長期推移図表 1
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［ 2］キャリアコンサルタント制度の誕生
　このような時代背景を通して、キャリア自律の
先駆けとなる個人主導の職業能力開発の推進、
キャリアコンサルタント制度の創設につながる 
キャリア形成支援施策が当時の労働省（現 厚生労
働省。以下同じ）から打ち出された。法令等に

「キャリアコンサルティング」の言葉が使われるよ
うになったのは「第 7 次職業能力開発基本計画」

（2001～2005年度までの 5 年間の計画）以降であ
り、これをもってキャリアコンサルタント制度の
誕生とするのが一般的である。しかし、筆者はキャ
リア形成支援施策の始まりとして、1995年12月の

「個人主導の職業能力開発の推進に向けて：自己啓
発推進有識者会議報告書」に着目している。
　そこで、同報告書から「第 7 次職業能力開発基
本計画」が策定されるまでの主なキャリア形成支
援施策について、以下にその概要を示す。

⑴「自己啓発推進有識者会議報告書」（1995年12月）
　同報告書は、「これまでは、企業内教育訓練が企
業主導で行われ、自己啓発もその一環として位置
づけられてきたが、これからはこれとは別に個人
の自主的な職業能力開発の取り組み（個人主導）
が重要になってきている」と提言した。そして、
個人主導の取り組みが今求められる背景として、
①企業や社会が求める人材の在り方の変化、②企
業内における個人の実力重視の傾向、③個人の就
業パターンの変化、④自己実現のための職業生活
に関する生涯設計への関心の高まりを挙げている。

⑵「第 6次職業能力開発基本計画」（1996年 2 月）
　バブル崩壊以後の景気の低迷と日本的雇用構造
の変化が必然となっている中で、各人の個性を活
かしつつ、経済社会の変化への的確な対応を図る
職業能力開発の実現を目指すことを狙いとするも
の（1995～2000年度までの 5 年間の計画）。この
基本計画の「雇用の安定・拡大を目指す職業能力
開発の展開」の中では、以下のとおり、「キャリ

アカウンセリング」の必要性について初めて触れ
ている。
キャリア分析・キャリアカウンセリングの推進
　各人の持つ職業に関する能力、適性、関心等を
把握した上で、職業生涯にわたるキャリア形成に
ついての実態分析の必要性と、その設計のために
必要な職業能力開発プランの作成について、専門
的見地から助言等の援助を行う「キャリアカウン
セリング」の必要性が、特にホワイトカラーを中
心に高まっている。

⑶�「今後の職業能力開発の在り方研究会報告書」
（2000年 7 月）

　IT化等の技術革新の進展や経済のグローバル化
が進み、厳しい雇用情勢が続く中で、労働力需給
のミスマッチに対応するための職業能力開発を推
進していくことが重要であること、また、企業側
の求める人材像が多様化する一方、労働者側につ
いても、今後、そのキャリアが長期にわたり急激
な変化にさらされる状況にあることから、今後の
職業能力開発の在り方が検討され、2000年 7 月に
本報告書が公表された。労働省としては、本報告
の内容を踏まえ、第 7 次職業能力開発基本計画の
策定を含む今後の施策の在り方に係る審議を進め
ていくこととした。

⑷「第 7次職業能力開発基本計画」（2001年 5 月）
　厚生労働省は、2001年の職業能力開発促進法

（以下、能開法）の改正趣旨（労働者個々人の職業
生活設計に即した自発的な職業能力の開発および
向上を図る観点）を踏まえ、今後の職業能力開発
の目標および施策の基本的な考え方を示した本基
本計画（2001～2005年度までの 5 年間の計画）を
策定。職業能力のミスマッチを解消し雇用の安定
を図るため、「労働力需給調整機能の整備」を含む
労働市場の五つのインフラの整備を進めていくこ
ととした［図表 2］。
　この基本計画において、適切なキャリア形成を
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図るためには、労働者に対して職業能力等に関す
る情報を適切に提供し、これらの情報を活用して
キャリアコンサルティング等の必要な相談、援助
が行われることが不可欠であること、企業内にお
いて労働者の自発的な職業能力開発を促進するた
めには、事業主が計画的かつ体系的にその雇用す
る労働者のキャリア形成を支援するシステムを確
立することが重要であること等が盛り込まれた。
　
　以上、キャリアコンサルタント制度の創設に至
る主なキャリア形成支援施策を見てきた。このよ
うに、労働者には自身の個性を活かした自主的な
職業能力開発の取り組み（キャリア自律への取り

組み）が重要となってきたが、これまで企業に依
存して（企業は依存させて）職業生活を送ってき
た労働者が、いきなりキャリア自律を求められて
も、それは容易なことではない。
　このことから、労働者を支援するキャリアコン
サルタントの養成をインフラとして整備していこ
うとする国家施策は自然な流れであったといえる。

　上記2.［ 2］で紹介したキャリアコンサルタント
制度は、能開法の2015年改正（2016年 4 月 1 日施

3. �キャリア形成支援の新たな展開

 �労働市場の五つのインフラ整備図表 2

労働力需給調整機能の強化

•求職者等による民間機関の利用促進を図る官民連携
した雇用情報システムである「しごと情報ネット」
の構築

•民間教育機関に対する民間職業紹介事業制度の周
知・広報

•紹介予定派遣の積極的活用

キャリア形成の促進のための
支援システムの整備

•キャリア・コンサルティング技法の開発
•キャリア形成に係る情報提供、相談等のための推進
拠点の整備

•キャリア形成支援を担う人材育成
•企業内におけるキャリア形成支援を推進するための
情報提供、相談、助成金の支給等

職業能力開発に関する情報収集・
提供体制の充実強化

•職業に関する基本的な情報、人材ニーズの動向情報
•教育訓練コースに係る情報
•能力評価に係る情報等の各情報について収集・整理
および企業や個人への効果的な提供システムの構築

職業能力を適正に評価するための
基準、仕組みの整備

•民間委託を活用した技能検定制度の拡充、整備
•ホワイトカラーを含む適正な能力評価基準の設定
•実践的な職業能力評価手法の確立
•職業能力評価制度の適切な活用の促進

能力開発に必要な
多様な教育訓練機会の確保

•民間における新たな教育訓練コースの設定の促進
•教育訓練給付制度に係る適切な講座指定等による大
学、大学院等高度な内容の教育訓練の確保
•民間における教育訓練の質の確保・向上
•ニーズ把握、政策評価を通じた公共職業訓練の効果
的実施

労働市場の五つのインフラ整備

資料出所：厚生労働省「第 7次職業能力開発基本計画の概要」
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行）によって新たな展開を迎えることとなった。
同法の主な改正のポイントは、次のとおりであ
る。
① キャリアコンサルティングを定義（ 2 条 5 項）
② 労働者が職業生活設計に即した自発的な職業能

力の開発・向上を図ることを努力義務化（ 3 条
の 3 ）

③ 労働者の自発的な職業能力の開発・向上を促進
するために、キャリアコンサルティングの機会
の確保とその他の援助等を事業主に課した（10
条の 3 ）

④ キャリアコンサルタントの業務を明確化すると
ともに、キャリアコンサルタントを国家資格化
し、名称独占とした（30条の 3 ～30条の29）

　この法改正によって、労働者はキャリア自律、
事業主はキャリアコンサルティングの提供を含め
た労働者のためのキャリア形成支援が求められる
こととなった。キャリア形成支援の中核にキャリ
アコンサルタントが位置づけられたことによって、
企業における新たなキャリア自律の枠組みが国の
施策として示されたとみることができよう。
　また、2018年 3 月には、厚生労働省から「キャ
リアコンサルタントの能力要件の見直し等に関す
る報告書」が公表され、キャリアコンサルタント
が従前の就職支援という観点にとどまらず、一人
ひとりのキャリア自立の観点から、職業生涯にわ
たる職業生活設計に関わる支援の役割を、より確
実に、幅広く担うための能力習得への対応として、
拡充・強化すべき点が示された。
　さらに、能開法施行規則に関する2019年 4 月 1
日施行の省令改正において、従業員のキャリア形
成支援の取り組みを社内で積極的に推進するキー
パーソンである「職業能力開発推進者」について、
これまで人事・教育訓練等で担当部署の部課長な
どから選任するとしていたものを、“キャリアコン
サルタント等の職業能力開発推進者の業務を担当
するための必要な能力を有する者から選任する”
としたことは、キャリアコンサルタントの役割へ

の期待にほかならない。
　なお、2014年 7 月に開催された第81回労働政策
審議会職業能力開発分科会では、「キャリア・コン
サルタント」の養成計画に関し、「キャリア・コン
サルタント」および「キャリア・コンサルティン
グ技能士」の累積養成数について、2024年度末に
10万人とすることを数値目標とした。法改正や資
格取得を奨励する取り組み等により、キャリアコ
ンサルタント登録者数は2022年 5 月末時点で 6 万
人を超えている。
　以上、キャリアコンサルタント制度の誕生から
キャリア形成支援の展開まで、国の施策を幾つか
紹介してきたが、詳細は「特定非営利活動法人キャ
リアコンサルティング協議会15周年史※ 2 」を参照
いただきたい。
※ 2  　https://www.career-cc.org/history/

　キャリア自律を推進する取り組みは、各企業に
おいて多様な視点で行われている。それを支援す
るために国が企業への導入を推進している施策と
しては、労働者の活力を引き出し、企業の成長へ
とつなげるための「セルフ・キャリアドック」が
挙げられる。

［ 1］「日本再興戦略」における提言
　セルフ・キャリアドックについては、第 3 次安
倍内閣における「『日本再興戦略』改訂2015─未来
への投資・生産性革命─」の「変革の時代に備え
た人材力の強化：雇用と教育の一体的改革」の中
で次のように提言されている。
　厳しい荒波の時代の中で、個人が持てる能力を
プロとして最大限に発揮していく、国民一人一人
の前向きな挑戦が求められているのである。
　そのためには、まず何より、自らのキャリアに

4. �キャリア自律を推進する�
キャリア形成支援の取り組み・�
施策等
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ついて立ち止まって考える「気づきの機会」がな
ければならない。何事においても、最初の判断が
必ずしも正しいとは限らない。常に立ち止まって
自分を見つめ直し、やり直し、学び直すことがで
きる機会が必要である。このため、個人が歩むべ
きキャリアパス（将来目指す職業・職務の実現に
向けて積んでいく職務経験等の道すじ）とそのた
めに身に付けるべき能力を確認する機会として、

「セルフ・キャリアドック（仮称）」を整備する。

［ 2］セルフ・キャリアドックの普及推進
⑴セルフ・キャリアドックの導入支援
　厚生労働省は、「日本再興戦略」を踏まえ、企業
内でのキャリア形成を支援するため、2016～17年
度の 2 年間にわたってセルフ・キャリアドック導
入支援事業をスタートさせた。
　具体的には、設置した推進委員会において、業
種・地域・企業規模のバランス等を考慮して14の
モデル企業および導入キャリアコンサルタント（モ
デル企業でキャリアコンサルティングを行う者）
を選定し、モデル企業におけるセルフ・キャリア
ドックを実践した。その取り組み事例を基に、企
業の業種・規模、導入目的等に応じた「望ましい、
多様な形態」のセルフ・キャリアドックのコンセ
プトを明確化して「『セルフ・キャリアドック』導
入の方針と展開※ 3 」（以下、「導入の方針と展開」）
を整備した。
　「導入の方針と展開」には、キャリアコンサル
ティング面談で活用するシートの例［図表 3］や、
セルフ・キャリアドック実施後のアンケート用紙
の例［図表 4］なども参考として示されている。
※ 3  　https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/ 

0000192530.pdf

⑵セルフ・キャリアドックの定義等
　「導入の方針と展開」では、セルフ・キャリア
ドックについて、「企業がその人材育成ビジョン・

方針に基づき、キャリアコンサルティング面談と
多様なキャリア研修などを組み合わせて、体系的・
定期的に従業員の支援を実施し、従業員の主体的
なキャリア形成を促進・支援する総合的な取組み、
また、そのための企業内の『仕組み』のこと」と
定義している。
　従来の主な人材育成施策は、組織にとって必要
なマインドやスキル、知識の獲得を目指すという
観点から行われてきた。これに対して、セルフ・
キャリアドックは、企業・組織の視点に加えて、
従業員一人ひとりが主体性を発揮し、キャリア開
発を実践することを重視・尊重する人材育成・支
援を促進・実現する仕組みである。この仕組みで
は、中長期的な視点で従業員一人ひとりが自己の
キャリアビジョンを描き、その達成のために職業
生活の節目での自己点検や実践に活用する取り組
みプロセスを提供することになる。

［ 1］セルフ・キャリアドックの導入事例
　セルフ・キャリアドックの実施事例としては、
先進企業における取り組みが参考になる。［図表
5］では、「従業員のキャリア形成の取り組みを始
めたい」、あるいは「キャリアコンサルタントによ
る相談体制を構築したい」との観点から取り組み
を進めた 3 社の事例を紹介する。

［ 2］�セルフ・キャリアドックの�
一層の普及に向けた取り組み

　厚生労働省では、セルフ・キャリアドックの一
層の普及に向けて、さまざまな機関と協働して事
業を展開している。
　また、企業の人事担当者を対象とするセルフ・
キャリアドック導入に係る説明会を継続して開催
している。導入を支援した企業の事例は厚生労働
省「セルフ・キャリアドック 普及拡大加速化事

5. �企業におけるキャリア形成支援
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 �キャリアコンサルティング面談（記録準備）シートの例図表 3

キャリアコンサルティング面談シート

作成日 　　　　　年　　　　月　　　　日 面談日 　　　　　年　　　　月　　　　日

（ふりがな）
お名前 年齢 性別 男性　女性

勤務年数 　　　　年　　　　か月 所属部署

資格など

（目　　的）�このシートはキャリアコンサルティング面談の前に、相談内容を整理することに役立ちます。
（守秘義務）�このシートに記載したことや面談内容が、ご本人の同意なくキャリアコンサルタント以外の者に伝わ

ることはありません。
（運用方法）�コピーをとり、キャリアコンサルティング面談の際にこのシートをお持ちください。ご本人が同意し

た事項に限り、上司・人事に共有されます。

1.これまでの職歴と現在の職務の概要

2.上司から期待されていること

3.興味関心があること

4.得意なこと、苦手なこと

5.今後取り組みたいこと

6.仕事を通じて達成したい目標

相談したい内容はどのようなことですか？（仕事以外のことがある場合もご自由にご記入ください。）

資料出所：�厚生労働省「『セルフ・キャリアドック』導入の方針と展開」（2017年12月改訂）28ページ
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業 好事例集※ 4 」を参照いただきたい。
　さらに、2020年からジョブ・カード制度の普及
事業と統合し、キャリア形成サポートセンター事
業として全都道府県を対象に企業のセルフ・キャ
リアドックの導入を支援している。さまざまな業
界、企業規模でのセルフ・キャリアドックの活用
事例はキャリア形成サポートセンターのホームペー
ジ※ 5で紹介されている。
　個別企業に対して導入支援を継続してきたこと
や、企業に在籍するキャリアコンサルタントが増

加していることなどから、セルフ・キャリアドッ
クを実施する企業は着実に増加している。また、
キャリア形成サポートセンターでは、例えば社内
でキャリアコンサルティングを受ける機会がない
個人の申し込みを受け付け、キャリアコンサルタ
ントによるキャリアコンサルティングの機会を提
供している。
※ 4  　https://www.mhlw.go.jp/content/000609490.pdf

※ 5  　https://carisapo.mhlw.go.jp/

 �セルフ・キャリアドック実施後アンケート用紙の例図表 4

セルフ・キャリアドック実施後アンケ一卜

セルフ・キャリアドックにおける研修と面談の質向上のため、アンケ一卜のご記入をお願いいたします。

　　　記入日：　　　　年　　　　月　　　　日　　　　部署：

※該当の欄に✓点をお願いいたします。

1− 1 今回の面談について総合的な満足度はいかがでしたか？

□ 大変満足　　□ 満足　　□ どちらでもない　　□ やや不満　　□ 不満

1− 2 どのような点が満足（不満）だと感じましたか？

2− 1 キャリアコンサルタン卜の対応はいかがでしたか？

□ 良い　　□ やや良い　　□ どちらでもない　　□ やや悪い　　□ 悪い

2− 2 どのような点が良かった（悪かった）と感じましたか？

3 今回の面談はご自身にとってどの程度有益でしたか？

□ 有益だった　　□ どちらでもない　　□ 有益ではなかった

4 具体的にどのような点が有益でしたか？（有益ではなかったですか？）

5 今後も面談制度がありましたら活用したいですか？

□ はい　　□ どちらでもない　　□ いいえ

6 その他、ご意見やご感想などございましたら自由にご記入ください。

ご協力ありがとうございました。

資料出所：厚生労働省「『セルフ・キャリアドック』導入の方針と展開」（2017年12月改訂）29ページを一部改変。
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［ 3］その他の活動
　これまで、企業における従業員のキャリア自律
を目指したキャリア形成支援について、厚生労働
省が進めるセルフ・キャリアドックの内容を紹介
してきた。ここでは、企業と共に外部のキャリア
コンサルタントが関わり、実践している活動を紹
介する。
　キャリアコンサルタントの職能団体である
ACCNは、企業における従業員の自律的キャリア
形成支援の取り組みに対し、以下のような協力を
行っている。
① 企業の衛生委員会にオブザーバーとして参加し、

自律的キャリア形成についてのコメントを発信
② 役職に関係ない年代別のキャリアワークショッ
プを開催し、従業員が自律的キャリア形成の意
識醸成を図る取り組みに協力

③ 企業内のキャリアコンサルティングに外部の
キャリアコンサルタントとして協力（人事異動
や転勤の着任者への必須のキャリアコンサル
ティング、企業内で従業員のキャリア自律を目
指した取り組みの中で行われるキャリアコンサ
ルティングの実施）

　また、ACCNには、会員のキャリアコンサルタ
ントが取り組むテーマを決め、自主的に研究や実
践の活動をする「テーブル」という仕組みがある。
テーマとして「企業におけるキャリアコンサルタ
ントを定義し、キャリアコンサルティングの導入
を段階的にアプローチする方策を検討すること」

「キャリアコンサルティングスキルを活かした企業
研修についての研究」「セルフ・キャリアドック実
践キャリアコンサルタントのネットワーク」といっ
た、企業領域での活動を意識したものがある。こ
れらの活動にはフリーランスから組織に所属する
者までさまざまなキャリアコンサルタントが集まっ
ており、そこから生み出される知恵やネットワー
クをそれぞれが活動する現場に持ち帰り、実践に
役立てている。このような外部との連携も、企業
における多様なキャリア形成支援を進めるための
後押しにつながっている。

　さらに、厚生労働省が実施している「グッドキャ
リア企業アワード※ 6 」（2021年度はコロナ禍によ
り中止）では、企業のさまざまなキャリア形成支
援の取り組み例を知ることができる。
※ 6  　https://www.mhlw.go.jp/career-award/?msclkid

=3b0001c2c0a111ec9ee18e981cee345a

［ 1］�企業におけるキャリアコンサルタントの�
有効活用

　従前、企業における従業員のキャリア形成支援
の主体は、上司や人事部門であった。上司に期待
される 3 ～ 5 年の短期的なキャリア形成支援は、
職場や仕事等を取り巻く変化が激しいことや部下
の価値観が多様化する中で停滞せざるを得ず、ま
た、人事部門が行う中長期的なキャリア形成支援
は、事業構造の変化や人事スタッフの削減等で機
能が低下して、従業員の顔が見えづらい状況にあ
る。そのため、企業内でのキャリアコンサルタン
トが果たす役割は一層増大している。キャリアコ
ンサルタントは、管理職や人事部門と連携・協力
して従業員のキャリア形成を支援し、面談から見
えてくる人事制度や組織運営に起因して生じてい
る課題を人事部門に伝えるなど、組織の活性化に
つなげていくことが求められる。社内におけるキャ
リアコンサルタントの役割と位置づけを明確にし
ていくことが必要である。
　また、キャリアコンサルタントには、従業員の
キャリア自律に向けたサポートが求められる。例
えば、環境変化に対応して能動的なアクションを
起こす、自己啓発・成長にコミットメントする、
困難な事態にどのように対処していくか、新しい
価値観をどう構築していくかを共に考える等だ。
　キャリア自律は、キャリアをつくっていく具体
的な行動と個々人の前向きな姿勢によって高めて
いくことができると考える。従業員には、キャリ

6. �企業における�
従業員のキャリア自律と�
キャリアコンサルタント
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も
た
ら
す
こ
と
で
新
し
い

文
化
を
生
み
出
す
。
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
通
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
側
面
で
社
会
に
貢
献
し
て
い
く

人
材

育
成

ビ
ジ

ョ
ン
・
方
針

現
場
に
お
け
る
仕
事
を
通
じ
た
O
J
T
や
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
る
幅
広
い
経
験
や
ス
キ
ル
の
習
得
、
多
様
な
研
修
の
実
施
な
ど
に
よ

り
、
従
業
員
の
能
力
伸
長
を
図
る

自
律
型
人
材
の
育
成
に
向
け
、
業
務
経
験
を
通
じ
た
学
び
と
O
F
F
-

J
T
、
自
己
啓
発
、
さ
ら
に
キ
ャ
リ
ア
支
援
を
組
み
合
わ
せ
た
C
D
P
を

整
備
・
運
用
し
て
従
業
員
の
育
成
を
支
援
す
る

従
業
員
一
人
ひ
と
り
の
自
律
・
成
長
と
と
も
に
会
社
も
成
長
・
発
展
し

て
い
く
た
め
、
自
律
的
に
必
要
な
ス
キ
ル
を
習
得
で
き
る
体
制
を
整
備

し
て
、
従
業
員
個
人
の
成
長
を
支
援
す
る

求
め
る
人
材
像

会
社
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
で
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
創
り

上
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
人
材

チ
ー
ム
で
成
果
を
出
す
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
楽
し
む
、
厳
し
さ
と
優
し
さ

を
併
せ
持
つ
、
機
会
を
大
切
に
し
て
学
び
続
け
る
人
材

挑
戦
意
欲
に
あ
ふ
れ
る
創
造
的
な
人
材
と
早
期
に
自
身
の
専
門
分
野
を

確
立
す
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
人
材

人
材
育
成
に

関
す
る
課
題

・
�
・
�若
手
従
業
員
が
定
着
せ
ず
離
職
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
中
途
で
入
社

し
た
従
業
員
が
仕
事
に
慣
れ
た
頃
に
退
職
し
て
し
ま
う

・
�
・
�従
業
員
の
間
に
会
社
の
中
で
の
キ
ャ
リ
ア
の
道
筋
が
見
え
な
い
こ
と

へ
の
不
満
が
あ
る
／
経
営
ト
ッ
プ
の
事
業
に
対
す
る
思
い
が
浸
透
し

て
い
な
い

・
�

・
�若
年
層
の
従
業
員
か
ら
「
業
務
を
通
じ
た
成
長
実
感
が
得
ら
れ
な

い
」「
仕
事
に
や
り
が
い
が
感
じ
ら
れ
な
い
」「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
を

描
け
な
い
」
と
い
う
声
が
出
て
い
る
。
入
社
10
年
未
満
の
離
職
も
過

去
に
比
べ
て
増
加
傾
向
に
あ
る

・
�

・
�年
に
1
回
実
施
し
て
い
る
上
司
と
の
キ
ャ
リ
ア
面
談
が
形
骸
化
し
て

き
て
お
り
、
運
用
を
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

・
�

・
�ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
が
少
な
く
、
入
社
以
来
同
一
業
務

の
経
験
者
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
キ
ャ
リ
ア
を
振
り
返
る
こ
と
や
今

後
の
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
が
少
な
い

・
�

・
�新
任
の
管
理
職
は
年
上
の
部
下
を
持
つ
こ
と
で
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に

つ
い
て
の
戸
惑
い
や
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
を
抱
え
て
い
る

導
入
の
経
緯
と

目
的

・
�
・
�直
面
す
る
深
刻
な
課
題
や
低
迷
す
る
業
績
か
ら
の
脱
却
の
一
環
と
し

て
、
仕
事
に
対
し
て
指
示
待
ち
で
な
く
、
自
分
ご
と
と
し
て
向
き
合

う
こ
と
が
で
き
る
自
律
的
な
従
業
員
の
育
成
を
目
指
し
て
キ
ャ
リ
ア

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
実
施
す
る

・
�
・
�仕
事
に
対
し
て
自
分
ご
と
と
し
て
向
き
合
い
、
挑
戦
や
創
意
工
夫
を

凝
ら
す
こ
と
で
生
産
性
を
高
め
、
利
益
体
質
の
組
織
に
変
え
る
。
ま

た
、
従
業
員
個
々
人
が
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、

キ
ャ
リ
ア
自
律
と
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
を
図
り
、
組
織
の
活
性

化
に
つ
な
げ
る

・
�

・
�上
司
と
の
キ
ャ
リ
ア
面
談
は
、
年
数
が
経
過
す
る
中
で
従
業
員
ご
と

の
キ
ャ
リ
ア
自
律
度
に
も
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
た
め
効
果
的
な
面
談
が

行
え
て
い
な
い
。
キ
ャ
リ
ア
面
談
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
と
並
行
し

て
、
キ
ャ
リ
ア
面
談
の
仕
組
み
を
補
完
す
る
た
め
、
よ
り
客
観
的
な

ア
ド
バ
イ
ス
が
期
待
で
き
る
社
外
の
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に

相
談
で
き
る
環
境
を
用
意
し
た
い

・
�

・
�社
外
の
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
の
面
談
を
従
業
員
が
ど
の
よ

う
に
受
け
止
め
る
か
を
確
認
し
た
い
。
ま
た
、
新
し
く
作
成
し
た

キ
ャ
リ
ア
面
談
シ
ー
ト
を
使
用
し
て
従
業
員
の
記
入
状
況
を
確
認
し

た
い

・
�

・
�キ
ャ
リ
ア
研
修
を
本
年
度
よ
り
実
施
す
る
が
、
将
来
は
社
内
キ
ャ
リ

ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
よ
る
個
別
相
談
を
実
施
し
た
い
。
キ
ャ
リ
ア

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
の
個
別
相
談
を
導
入
す
る
に
当
た
り
、
社
内
イ

ン
フ
ラ
の
整
備
や
運
営
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
等
を
確
認
し
た
い

・
�

・
�ガ
イ
ダ
ン
ス
セ
ミ
ナ
ー
を
人
事
ス
タ
ッ
フ
が
行
え
る
よ
う
に
し
た

い
。
社
内
と
社
外
の
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
活
用
方
法
に
つ

い
て
検
討
し
た
い

支
援
内
容

・
�
・
�事
前
周
知
説
明
会
（
ガ
イ
ダ
ン
ス
セ
ミ
ナ
ー
）
を
面
談
対
象
者
に
約

2
時
間
で
実
施
。
セ
ミ
ナ
ー
冒
頭
で
、
人
事
担
当
者
か
ら
今
回
の

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
面
談
の
目
的
を
説
明
。
キ
ャ
リ
ア
に

つ
い
て
の
基
本
知
識
と
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
守
秘
義
務
を

説
明
し
、
面
談
に
向
け
て
職
業
人
生
を
振
り
返
る
た
め
、
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
チ
ャ
ー
ト
を
作
成
し
て
グ
ル
ー
プ
内
で
発
表

・
�

・
�ガ
イ
ダ
ン
ス
セ
ミ
ナ
ー
を
面
談
対
象
者
に
2
時
間
で
実
施
。
セ
ミ

ナ
ー
後
に
上
司
を
対
象
と
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
支
援
に
お
け
る
上
司
の

役
割
に
つ
い
て
説
明
会
を
実
施

・
�

・
�面
談
対
象
者
は
、
一
般
従
業
員
と
そ
の
上
司
。
面
談
は
1
時
間
で
、

社
外
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
担
当
。
終
了
後
に
ア
ン
ケ
ー
ト

を
回
収

・
�

・
�ガ
イ
ダ
ン
ス
セ
ミ
ナ
ー
を
面
談
対
象
者
に
2
時
間
で
実
施
。
社
外

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
は
自
己
紹
介
を
し
て
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー

ク
に
も
参
加

・
�

・
�面
談
対
象
者
は
、
本
社
と
研
究
所
の
新
任
管
理
職
。
面
談
時
間
は
1

時
間
で
、
2
人
の
社
外
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
担
当
。
終
了

後
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
回
収
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・
�
・
�面
談
対
象
者
は
、
入
社
3
年
目
ま
で
の
若
手
従
業
員
と
そ
の
上
司

（
管
理
職
）。
面
談
は
1
時
間
で
、
社
外
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

が
担
当
し
、
終
了
後
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
回
収

ア
ン
ケ
ー
ト
項
目

①
面
談
の
満
足
度
、
②
面
談
は
有
益
だ
っ
た
か
、
③
再
度
、
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
の
面
談
を
希
望
す
る
か
、
④
自
由
記
述
欄

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

（
面
談
者
）

・
�
・
�満
足
度

　
�「
大
変
満
足
」
と
「
満
足
」
で
10
0％
。「
自
分
に
と
っ
て
有
益
だ
っ

た
」
も
10
0％
。「
今
後
も
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
面
談
を
受

け
た
い
」
が
80
％

・
�
・
�自
由
記
述
欄
の
意
見

　
�「
直
近
に
や
る
べ
き
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
」「
社
内
の
人
に
は
言
え

な
い
こ
と
が
相
談
で
き
た
」「
気
付
か
な
い
自
分
の
姿
を
教
え
て
も

ら
っ
た
」「
自
分
の
仕
事
に
対
す
る
考
え
等
を
見
直
す
機
会
に
な
っ

た
の
で
大
変
満
足
し
て
い
る
」「
何
と
な
く
不
安
に
思
っ
て
い
た
こ

と
に
丁
寧
に
相
談
に
乗
っ
て
い
た
だ
け
て
満
足
」「
次
は
い
つ
面
談

を
実
施
し
て
も
ら
え
る
か
」
等

・
�

・
�満
足
度

　
�面
談
し
た
全
員
が
満
足
と
い
う
結
果
。「
自
分
に
と
っ
て
有
益
だ
っ

た
」「
今
後
も
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
の
面
談
を
受
け
た
い
」

と
の
回
答
も
ほ
ぼ
全
員
。
セ
ミ
ナ
ー
後
の
上
司
を
対
象
と
し
た
説
明

会
で
は
、
日
頃
の
部
下
指
導
で
の
疑
問
を
話
す
機
会
に
な
っ
た
と
の

感
想
が
多
か
っ
た

・
�

・
�自
由
記
述
欄
の
意
見

・
�

・
�従
業
員
か
ら
は
、「
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
と
、
ど

う
し
て
も
将
来
の
こ
と
を
想
像
し
が
ち
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
な

く
、
現
在
の
状
況
を
話
す
だ
け
で
も
よ
い
こ
と
知
り
、
安
心
し
た
。

社
外
の
人
の
視
点
で
語
っ
て
く
れ
る
の
で
、
偏
り
の
な
い
も
の
と
し

て
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
」
等

・
�

・
�上
司
や
経
営
陣
か
ら
は
、「
日
頃
か
ら
接
し
て
い
る
上
司
、
先
輩
等

で
は
な
く
、
外
部
の
専
門
家
と
直
接
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る

機
会
と
な
っ
た
。
短
期
間
で
効
果
の
検
証
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
継
続
す
る
こ
と
で
従
業
員
が
イ
キ
イ
キ
と
働
く
こ
と
が
で
き
る

職
場
風
土
づ
く
り
に
資
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
」
等

・
�

・
�そ
の
他

　
�セ
ル
フ
・
キ
ャ
リ
ア
ド
ッ
ク
導
入
支
援
者
と
し
て
は
、
事
業
所
で
の

理
解
を
得
な
が
ら
参
加
者
の
面
談
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
組
む
ま
で
が
一

番
大
変
だ
っ
た
。
新
し
い
取
り
組
み
の
意
義
を
伝
え
、
関
係
部
門
長

や
管
掌
す
る
役
員
を
巻
き
込
む
中
で
、
前
向
き
に
協
力
を
得
る
こ
と

が
で
き
た

・
�

・
�満
足
度

　
�「
大
変
満
足
」
と
「
満
足
」
が
合
わ
せ
て
94
％
、「
ど
ち
ら
で
も
な

い
」
が
6
％
。「
自
分
に
と
っ
て
有
益
だ
っ
た
」
が
95
％
、「
ど
ち
ら

で
も
な
い
」
が
5
％
。「
今
後
も
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
面

談
を
受
け
た
い
」
が
90
％
、「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
が
10
％

・
�

・
�自
由
記
述
欄
の
意
見

　
�「
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
の
棚
卸
し
か
ら
方
向
性
ま
で
ア
ド
バ
イ
ス
を
も

ら
っ
て
す
っ
き
り
し
た
気
持
ち
に
な
っ
た
」「
今
後
の
や
る
べ
き
こ

と
が
見
え
て
き
た
」「
社
内
の
人
に
は
言
え
な
い
こ
と
が
相
談
で
き

た
」「
自
分
の
仕
事
に
対
す
る
考
え
な
ど
を
見
直
す
機
会
に
な
っ
た
」

「
自
分
の
中
の
可
能
性
に
つ
い
て
認
識
が
深
く
な
っ
た
」「
ど
の
よ
う

に
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
を
築
い
て
い
く
か
参
考
に
な
っ
た
」「
い
ろ
い

ろ
と
話
を
す
る
こ
と
で
自
分
自
身
の
考
え
方
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く

な
っ
た
」「
自
分
の
中
の
考
え
を
引
き
出
し
て
も
ら
え
た
」
等

実
施

担
当

者
が

捉
え
た
効
果
（
人
事
・

人
材
開
発
担
当
者
）

「
若
手
従
業
員
が
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
認
識

で
き
た
」「
職
場
の
中
で
自
分
が
や
っ
て
み
た
い
職
種
へ
の
異
動
を
相

談
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」「
部
下
の
内
面
に
注
意
を
向
け
る
管

理
職
が
出
て
き
た
」
等

「
面
談
を
通
じ
て
把
握
し
切
れ
て
い
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
明

ら
か
に
な
っ
て
き
た
」「
個
々
の
支
援
が
つ
な
が
り
、
よ
り
良
い
支
援

に
結
び
付
く
可
能
性
も
見
え
て
き
た
」「
こ
れ
ら
の
課
題
と
支
援
の
在

り
方
を
整
理
し
て
、
従
業
員
が
よ
り
良
い
キ
ャ
リ
ア
を
描
け
る
よ
う
、

セ
ル
フ
・
キ
ャ
リ
ア
ド
ッ
ク
を
活
用
し
て
い
き
た
い
」
等

「
面
談
者
の
自
己
理
解
が
深
ま
り
、
新
た
な
気
付
き
を
得
て
今
後
の
活

動
を
考
え
る
機
会
に
な
っ
た
」「
自
身
の
可
能
性
を
発
見
し
、
自
己
効

力
感
の
向
上
が
見
ら
れ
た
」「
管
理
職
に
な
っ
て
役
割
の
変
化
に
戸
惑

う
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
の
で
、
考
え
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
等

［
注

］　
1.

　
企

業
の

実
施

担
当

者
は

い
ず

れ
も

キ
ャ

リ
ア

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
で

あ
る

（
従

業
員

と
の

面
談

経
験

：
A

社
・

B
社

あ
り

、
C

社
な

し
）。

　
　

　
2.

　
上

記
は

筆
者

が
導

入
支

援
事

業
で

各
社

人
事

部
門

の
キ

ャ
リ

ア
形

成
支

援
担

当
者

と
協

力
し

て
実

施
し

た
内

容
で

あ
り

、
そ

れ
ぞ

れ
匿

名
性

に
配

慮
し

一
部

加
筆

修
正

し
て

い
る

。
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ア自律により、自分の殻を破って自分自身を動機
付け、逆境にある時にこそ、その中からチャンス
をつくり出すマインドセットが求められる。キャ
リアコンサルタントはそのサポートにも注力して
ほしい。

［ 2］�企業におけるキャリアコンサルタントの�
活動領域の広がり

　企業におけるキャリアコンサルタントの役割期
待が増大する中、以下の各項目のように、自らの
活動領域を広げていくことが求められる。

⑴相互研鑽
　相談経験の浅いキャリアコンサルタントを育成
するためには、キャリアコンサルタント個々人の
相談事例を共有して、支援方法等を検討するキャ
リアカンファレンスの実施が効果的である。守秘
義務に配慮して実施しなければならないが、ベテ
ランのキャリアコンサルタントから学ぶ機会とな
る。スーパーバイザーから指導を受けることも大
切である。
　キャリアコンサルタントの学習用資材としては、
キャリアコンサルティングで活用できるシートや
面談場面の動画等も有効である※ 7 ～ 8 。
※ 7  　「平成29年度 労働者等のキャリア形成における課題

に応じたキャリアコンサルティング技法の開発に関す

る調査・研究事業」

　　 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

koyou_roudou/jinzaikaihatsu/career_consulting_

gihou.html

※ 8  　「中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリア

コンサルタント向け研修」

　　https://kunren-careerconsultant.mhlw.go.jp/

⑵�キャリア研修のプログラム作成と�
社内講師の育成

　企業内のキャリアコンサルタントがキャリア研
修のプログラム作成と講師を行い、併せて従業員
の面談を行うことで、費用の削減だけでなく面談

の質を高めることが可能である。
　社内講師を育成するためには、社外講師が行う
キャリア研修の事務局として、プログラムの構成
や講師のファシリテーションを学ぶことが効果的
である。

⑶�管理職研修の実施�
（キャリア面談のスキルアップ、�
人材育成・組織活性化への活用等）

　部下のキャリア形成支援力を強化するため、管
理職が部下とのキャリア面談の進め方を習得する
支援を行うこともキャリアコンサルタントの活動
の一つである。以下の面談ステップを管理職が理
解することは、部下のキャリア形成支援に有効で
ある。
①現状把握（志向や価値観、強み・弱み）

⬇
②�キャリアデザイン検討（環境変化、ありたい姿
や実現したいこと）

⬇
③�キャリアプラン検討（ありたい姿や実現したい
ことを達成するまでのプロセス）

⬇
④�アクションプラン検討（目標を達成するための
方策、行動計画立案）

　また、管理職がキャリアコンサルタントとの面
談を体験する機会を設けることで、部下とのキャ
リア面談に活用できるものに気付くことができる。

⑷人事部門のサポート
　キャリアコンサルタントが企業内で行う活動と
して、次のような人事部門のサポートがある。
・�・�自己申告・社内公募制度の支援（応募などのサ
ポート）
・�・�ダイバーシティ施策の支援（障害者・高齢者・

女性活躍のサポート）
・�・�ワーク・ライフ・バランス支援（働きがい・モ
チベーションの向上をサポート）
・�・�EAP、多様な悩みの支援（産業カウンセラーや
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産業保健スタッフと連携して、心の問題、健康
問題、職場復帰をサポート）
・�・�セクシュアルハラスメント・パワーハラスメン
ト対応の支援（コンプライアンス面でのサポー
ト）

・�・�安全衛生委員会関連の支援
・�・�定年後・再雇用満了後におけるキャリア選択の

支援
・�・�事業構造転換等による雇用調整における、今後
のキャリア選択の支援

⑸キャリアの専門家の知見を活用
　幅広いキャリアの視点から、企業ごとのニーズ
に合わせた方法を策定するために、企業外のキャ
リアコンサルタントを活用する。キャリアコンサ
ルタントを探す際は、厚生労働省が運営するサイ
ト「キャリコンサーチ※ 9 」等を活用するとよい。
※ 9  　https://careerconsultant.mhlw.go.jp/n/career_

search.html

［ 3 ］�従業員のキャリア自律支援者に求められる�
能力

　キャリアコンサルタントの活動領域の広がり、
企業内で期待される機能発揮を踏まえると、キャ
リアコンサルタントには、カウンセリングをベー
スとしたキャリア面談にとどまらず、セルフ・キャ
リアドックを通じた組織と個人の成長と活性化の
統合を図る視点が必要となる。
　キャリアコンサルタントや管理職など、従業員
のキャリア自律を支援する者が、面談の場面で、
あるいは従業員の抱える問題を解決するために
フォローアップするとき、必要となる要素を以下
に挙げる。
① 会社組織やその運営について、一定の知識と情

報を有している
② 人事スタッフと連携できる労務管理の概要を理

解している
③ 異動・配置・教育研修等の人事管理の概要を理

解している

④ ダイバーシティ（障害者雇用・女性社員の活
躍・LGBT等）について、一定の知識や経験を
有している

⑤ 傾聴に終始することなく、個人の抱える問題へ
の介入・助言ができる

⑥ 個人の行動変容を促し、そのための目標・アク
ションプランづくりができる

⑦ 能力開発についてのアドバイスやサポートがで
きる

⑧ 個人の問題の背景にある組織的な問題にまで介
入し、調整ができる

⑨ 職場・組織の活性化の視点で、社内関係者に働
き掛けができる

　企業における人材の価値を示す「人的資本」が
企業の競争力を左右する要素であるとの認識の 
下、その開示が世界で進んでおり、2022年 5 月に
は経済産業省が「人的資本経営の実現に向けた検
討会 報告書（人材版伊藤レポート2.0）」を公表し
た。人材教育はこれまでコストとして捉えられて
きたが、人への投資は今後企業がイノベーション
を生み出すための資産への投資と考えられるよう
になった。
　高付加価値化による競争力強化のためには、環
境変化に対応する柔軟性やチャレンジ精神を備え
た自律型人材は必要不可欠な存在である。個々の
従業員がキャリアを「自律」するには、自らが“主
体的に成長したい”“何かを成し遂げたい”といっ
た自己の動機付けと、積極的な発信が必要であり、
企業においてはそれをしっかり受け止める組織環
境が必要となる。
　厚生労働省が2021年12月に公表した「関係者の
協働による『学びの好循環』の実現に向けて（人
材開発分科会報告）」では、労働者自身が長期的な
キャリアを自律的・主体的に考え、新たな学び・
学び直しを行う上で、企業をはじめとする関係者

7. �おわりに
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（労使を基本としつつ、厚生労働省ほか関係省庁、
教育機関等を含む）がそれを後押しする支援の重
要性を指摘している。
　また、こうした関係者の協働が、新たな価値の
創造につながるより高いレベルの学びを呼び込み、
労働者のスキル・キャリアの向上を促していくと
いう「学びの好循環」を生み、個人、企業、さら
には経済社会の成長と長期的な雇用の安定につな
がることが期待されるとしている。
　そのためにも、専門職としてのキャリアコンサ
ルタントの有効活用が一層期待される。ACCNは、
キャリアコンサルタントが集う職能団体であり、
多くのキャリアコンサルタントの活動をさまざま
な面からサポートすることを通して、志を持った
すべてのキャリアコンサルタントと共に、社会の
課題に向き合っていく団体でありたいと考えてい
る。
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事　例

・・�先進企業のキャリアチェンジ支援（ソニーグループ／大日本住友製薬） 第4028号（20. 1.14/ 1.28）
・・�ミドル・シニア層のキャリア開発と自律を促す具体策�
（味の素／富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ）

第3926号（17. 3.10）

・・�キャリア開発支援制度の導入と展開（NTTデータMSE） 第3911号（16. 6.24）

解　説
・・�ミドル・シニアの躍進のためには何が必要か（西川敏彦） 第4028号（20. 1.14/ 1.28）
・・�調査結果に見る�キャリア開発支援の現状と実務上の課題（桐村晋次） 第3915号（16. 9. 9）
・・�キャリア面談の設計と運用ノウハウ（片山繁載、秋本暢哉、坂室 繁、水野みち） 第3911号（16. 6.24）

調　査
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［注］�　このほかの記事については、弊誌会員向けWEBサイト「WEB労政時報」（https://www.rosei.jp/readers/）の「労政時報検
索」をご活用ください。
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